
森林の伐採は事前に許可や届出が必要です。

　　か申請できません。

　　※ 伐採開始日は受付期間終了後、３０日過ぎた日から。

　　　　ただし、２月は４月１日以降からとなります。

はい

→
県振興局へ

スタート  ○提出期限：届出の場合は伐採開始日の９０～２０日前まで

→ →  　許可申請の場合は伐採開始日の３０日前まで

保安林の所在地を管轄する県振興局長に「伐採届出書」を提出する必要があります。

 ○提出期限：伐採開始日の９０日から２０日前まで

いいえ

→
市町村へ  ○提出期限：伐採開始日の９０日から３０日前まで

※　問い合わせ先は、裏面をご覧ください。

保安林の開発や作業道開設等を行う場合、事前に県知事の「許可」を受ける必要があります。

普通林（保安林以外の森林）を１ha以上開発する場合も、事前に県知事の「許可」を受ける必要があります。

詳しいことは、県振興局にお問い合わせください。

伐採終了日から３０

日以内に「許可通知

書」に添付されてい

た「伐採届」を県振

興局長あて提出しま

す。

森
林
の
種
類
を
県
振
興
局
・
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ま
た
は
森
林
組
合
で

確
認

 ○提出期限：年４回（２月、６月、９月、12月）の受付期間中し

森
林
の
伐
採
を
行
う
場
合

保安林の所在地を管轄する県振興局長に「伐採届出書」また
は「伐採許可申請書」を提出する必要があります。

森林の所在地を管轄する市町村長に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出す
る必要があります。

森
林
の
種
類
は
「
保
安
林

」
で
す
か
?

「
主
伐

」

　
　
　
　
で
す
か
？

「
間
伐

」

「
皆
伐

」

　
　
　
　
で
す
か
？

「
択
伐

」

保安林の所在地を管轄する県振興局長に「伐採許可申請
書」を提出する必要があります。

主伐

間伐

皆 伐

（立木を全伐すること）

択 伐

伐期に達した立木を

抜き切りすること

伐採後

○提出書類に添付する書類

・ 等高線入りの施業図（縮尺：５千分の１程度）

森林づくりマスコット

キャラクター

もりりん

森林の種類によって手続きが違います。

伐採する前にまず県振興局・市町村または森林組合で確認してください。


